
1．最高裁判所事件月表 （民事）
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上告受理（受） . （行上）欄の中段（ ）数値と特別抗告（ク） ． （行卜）欄の下段（ ）数値は、並行申立てのある事件数で内数である。

上告受理(受） 。 （行上）欄の新受の下段（ ）数値は、係属事件の内で、当月受理決定のされた事件数であり、既済・未済の下段は、受理決定のあった事件数で内数である。
〔 〕数値は、分配替えがあった事件で新受計・既済計に含まれていない。
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2． 最高裁判所事件月表（刑事）
令和6年7月分

(注1） 刑事に関する掲上数は、すべて人員である。 ．

(注2） 2．最高裁判所事件月表（刑事）中未済の（ ）数値は、上告受付時に被告人の

身柄が勾留中のもので内数である。
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4． 上告既済事件の審理期間表
令和6年7月分
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